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第 4 章 取組項目およ び取組目標

本計画では、地球温暖化対策に係る取組を体系化し 、より 一層効果的なも のと するため、全

ての職員がその職務を進めるに際し て取り 組むべき 事項を 5 つの取組分野、19 の取組項目で

示し ます。取組項目別に取組目標を 設定し 、こ れについては、毎年評価基準により 取組状況を

点検し 、その結果を 公開し ていき ます。

第４ 章　 取組項目および取組目標

取組項目（ 評価項目）

取組分野１

環境に配慮し た製品を 利用し ます

（ 1） 次世代自動車および充電設備等の導入

（ 2） グリ ーン購入の推進

（ 3） 環境に配慮し たイ ベント 開催の推進

取組分野２

省資源・ 省エネルギーを 推進し ます

（ 1） 上下水使用量の削減

（ 2） 電気使用量の削減

（ 3） ペーパーレ ス（ 用紙類の削減） の推進

（ 4） 燃料使用量の削減

取組分野３

環境汚染を 防止し 緑化等を推進し ます

（ 1） 緑化等の推進

（ 2） 汚染物質の排出抑制等

（ 3） 廃棄物の減量化・ リ サイ ク ルの推進

取組分野４

建築・ 改修、 機器更新等における環境

配慮や再生可能エネルギーの導入を 進

めます

（ 1） 省資源に配慮し た建築・ 改修の推進

（ 2） 省エネルギーに配慮し た建築・ 改修の推進

（ 3） 適切な公害防止施設の設置・ 使用

（ 4） 再生可能エネルギーの導入推進

（ 5） 建物の長寿命化

取組分野５

職員等の環境保全意識の向上のための

取組や総合的な省エネルギーにつなが

る取組を進めます

（ 1） 職員の環境保全意識の向上

（ 2） 職員の自主的取組の推進

（ 3） 関係者と の連携の推進

（ 4） 総合的な省エネルギーにつながる取組の推進

2 0 1 3 年度比で温室効果ガス排出量を半減さ せます。

【 2 0 3 0 年度の削減目標】

奄美市　 取組方針
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取組分野１ ： 環境に配慮し た製品を利用し ます

 （ 1） 次世代自動車
*
および充電設備等の導入

自動車による燃料の燃焼に伴い発生する二酸化炭素やメ タ ン等の排出量を 削減するため、

公用車の更新にあたり 次世代自動車および充電設備等の導入に努めます。

＜目　 標＞

○ 新規導入・ 更新車両は原則として次世代自動車とし ます。 また、 電気自動車導入施設に充

電設備を設置し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

①車両の更新にあたっ ては、 エアコ ン 冷媒の漏洩防止のためリ サイ ク ル等適切な処理を

徹底し ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

② 車両価格等を 勘案し ながら 、 ハイ ブ リ ッ ト 自動車・ 電気自動車等の環境にやさ し い次

世代自動車の導入に努める ほか、 車両用途に応じ 、 排気量の小さ な軽自動車への更新

等を 進めます。 電気自動車の導入と 併せて太陽光発電等と 組み合わせて充電設備も 取

り 付けます。

評価基準　 期間内の新規導入車両・ 更新車両に占める

次世代自動車、 軽自動車の割合が 80% 以

上であるか。

①～②が実施さ れているかどう か。

* 次世代自動車： ハイブリッド 自動車、 電気自動車、 プラグインハイブリッド 自動車、 燃料電池自動車、 クリ ーンディ ーゼル車、CNG
自動車（ 圧縮天然ガス自動車） 等のこ とをいいます。

重要
取組
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 （ 2） グリ ーン購入の推進

物品の購入にあたっ ては、環境に配慮し た製品等を優先的に購入し ます。

＜目　 標＞

○ 事務用品・ 電気製品は環境に配慮し た製品を使用し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 購入にあたっ ては、 原則と し て「 エコ マーク 」 や「 グリ ーン マーク 」 のついた製品を 購

入し ます。

② その他の必要な物品で、「 エコ マーク 」 や「 グリ ーン マーク 」 のついていないも のにつ

いては、 環境省等が提供する グリ ーン 購入法適合商品のデータ ベース等を 参考に購入

し ます。

③ ト イ レッ ト ペーパーは、 原則、 古紙配合率 1 0 0 ％の製品を 使用し ます。

④ O A 機器や冷蔵庫、 テ レ ビ、 照明等の電気製品については、「 国際エネルギース タ ー

ロ ゴ」 や「 小売事業者表示制度（ 統一省エネラ ベル等）」 における 省エネ基準達成率が

1 0 0 ％以上の省エネルギー型の機器を 導入し ます。 照明については、 原則と し て L ED

照明を導入し ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～④が実践さ れているかどう か。

●グリーン購入と は

製品やサービ スを 購入する 際に、環境を 考慮し て必要性を よ く 考え、環境負荷ができ る だけ少

ないも のを 選んで購入する こ と です。

●エコマーク

環境省の外郭団体である（ 公財） 日本環境協会が認定する 様々な商品（ 製品およ

びサービ ス） の中で､「 生産」 から「 廃棄」 にわたる ラ イ フ サイ ク ル全体を 通し て環

境への負荷が少なく 、環境保全に役立つと 認めら れた商品につけら れる 環境ラ ベ

ルです。

（ 例） 古紙 100% ト イ レ ッ ト ペーパー、廃木材再生品、廃プラ スチッ ク 再生品、

　 　 水切り 袋、再生パルプ使用電気掃除機用フ ィ ルタ ー等
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●グリーンマーク

経済産業省の外郭団体である（ 公財） 古紙再生促進センタ ーが認定する古紙再生

製品に付けら れる マーク で、昭和 56 年５ 月にスタ ート し まし た。こ のマーク は、

古紙再生製品の利用を 通し て、古紙リ サイ ク ルの意識の向上と 緑化の推進を 図る

ため、古紙を 再生利用し たト イ レ ッ ト ペーパーやノ ート などの紙製品に表示さ れ、

こ のマーク の収集に応じ て学校などに苗木を 贈り 、社会環境の緑化を 推進し てい

ます。

（ 例） ト イ レ ッ ト ペーパー、ノ ート 、事務用品、学習用教材等

●国際エネルギースターロゴ

日米両政府の合意のも と に実施さ れている 国際エネルギースタ ープロ グラ ム制

度の中で定めら れた省エネルギー基準を ク リ アし た製品に表示さ れる ロ ゴのこ と

です。

（ 例） パソ コ ン、コ ピ ー機、プリ ン タ ー等

●再生紙使用マーク

再生紙の利用を 促進する ため、3R ※活動推進フ ォ ーラ ム ( 全国都道府県・ 事業

者団体等から なる ご み減量化の推進団体 ) が定めたマーク ( 古紙配合率を 明記 )

のこ と です。

※３ R と は、R educe（ ごみの発生を 減ら す）、Reuse（ 繰り 返し 使う ）、Recycle（ 資源と し て再生

利用） の３ つのＲ の総称で、ごみ削減の取組活動を いいます

●小売事業者表示制度（ 統一省エネラ ベル等） と は

省エネ法では、家電等の省エネ基準を 定めています（ ト ッ プラ ン ナー制度）。こ の基準を 達成し

ている かど う か等の省エ ネ性能を 、小売事業者等が分かり やすく ラ ベル（ 統一省エ ネラ ベル等）

で表示する も のです。

電気製品の購入は省エネ達成率

100％以上のものを購入
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 （ 3） 環境に配慮し たイ ベント 開催の推進

地球温暖化対策の推進や廃棄物の減量化・ 分別の徹底等について、市民への普及啓発を

図るため、市が主催するイ ベント の開催にあたっ ては、環境への負荷の低減に努めます。

＜目　 標＞

○ イベント の開催にあたっては、 環境に配慮して実施し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 紙皿など使い捨て資材の利用を 極力少なく する など、 発生する 廃棄物の減量化を 推進

し ます。

② イ ベント や会議等でのプラ スチッ ク 製品の使用を抑制し ます。

③ 空調温度設定の適正化を図り 、 消費さ れる資源 • エネルギーを 抑制し ます。

④ 参加者に省エネに有効な乗合バス等の活用啓発を行います。

⑤ 会場周辺の環境に配慮し ます。

⑥ エコ ステーショ ン（ 分別ゴミ 箱） 設置、 マイ バッ グ持参など環境配慮意識の向上に努め

ます。

⑦ 協賛 • 運営団体への協力の依頼と 、 ごみの分別指導を 行います。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

⑧ 国や県など が実施し ている 温室効果ガスの売買制度（ かごし まエコ フ ァ ン ド 、 Ｊ ク レ

ジッ ト 制度等） を 利用し て、 二酸化炭素の排出削減量・ 吸収量を 購入し て実質的に二

酸化炭素排出量を削減するカ ーボン・ オフ セッ ト の採用に努めます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～⑧が実践さ れているかどう か。

どうしても減らせない

排出量

削減できなかった量を

他の場所で

排出削減・ 吸収

排出量の把握
▼

削減努力
▼

＋CO2

資金等の支援

クレジッ ト

排出削減

埋め合わせ
（ オフ セット ）

削減・ 吸収

吸収価値

－CO2
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取組分野２ ： 省資源・ 省エネルギーを推進し ます

 （ 1） 上下水使用量の削減

水道水が利用でき る よう にする ために多く のエネルギーを 消費し ているこ と から エネル

ギー消費抑制のために上下水使用量の削減を 推進すると と も に、水資源の保全に努めます。

＜目　 標＞

○ 上水道使用量を、 前年度より 削減し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 洗面、 手洗い、 食器洗い等における 水の流し 放し を 止める など、 日常的に節水に努め

ます。

② 公用車の洗車、 植栽や花壇等への散水用に雨水や空調ド レ ン から 出る 水の積極的な利

用を 推進するため、 雨水貯蔵タ ンク の設置について検討し ます。

③ 使用量を 前月又は前年度同月と 比較する など によ り 、 漏水等の早期発見に努め、 速や

かに対策を講じ ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

④ 水圧の調整や節水コ マ、 自動水栓の導入などの節水対策を 講じ ます。

⑤ 洗濯機など水を 使用する設備・ 機器等の更新時は、 節水型の機種を購入し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～⑤が実践さ れているかどう か。

節水コ マ



－ 40 －

第 4 章 取組項目およ び取組目標

 （ 2） 電気使用量の削減

電力は、発電時において多く の化石燃料を 使用し 、多量の二酸化炭素を排出し ているこ と

や、業務部門における温室効果ガス排出量の占める割合が最も 多いこ と から 、徹底し た電気

使用量削減を 推進し ます。

＜目　 標＞

○ 2030 年度における電力供給会社から の購入電気量を基準年度である 2013（ 平成 25） 年

度比で 50％以上削減し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

　【 空調の管理】

① 冷房は 2 8 ℃を 目安に運転し ます。 こ れを 効果的に進める ため、 ク ールビ ズの取組と 、

扇風機等の併用を 推奨し ます。 こ の際は、 ポスタ ー等の掲示を 行い、 職員に周知する

と と も に、 来庁者への理解と 協力を求めます。

② 電算室の空調については、 機器に支障の無い範囲で高めの温度設定での運用に努め、

サーキュ レータ ーや扇風機で室内の空気を循環さ せるなど空調の効率を高めます。

③ 暖房は原則と し て 利用し な いこ と と し ま す。 施設の必要上、 暖房を 使用する 場合は

2 0 ℃を 目安に運転し 、 ウォ ームビズの取組や空気を 攪排さ せる サーキュ レ ータ ー、 扇

風機等の併用を 推奨し ます。

④ 冷房 • 暖房中の窓やド アは、 換気時を 除き 開放し たまま放置し ないこ と と し ます。 ま

た、 ブラ イ ンド ・ カ ーテン等を有効に活用し 、 冷房・ 暖房の効率化を 図り ます。

⑤ 空調設備のフ ィ ルタ ーを定期的に清掃し ます。

　【 消灯の励行】

⑥ 昼休み時間およ び閉庁時間の屋内照明は原則と し て点灯し ま せん。（ 庁舎については、

窓口部分を除き 1 2 時に一斉消灯し ます。）

⑦ 夜間残業時の照明は、 必要な範囲のみ点灯する と と も に、 超過勤務の縮減と 定時退庁

日の取組を ー層徹底し ます。 また、 冷暖房の効率化や光害の防止のため、 日没後はブ

ラ イ ンド 等を 閉めます。

⑧ 会議室、 湯沸室、 更衣室、 ト イ レ や廊下、 階段等は、 使用時以外は消灯し ます。

⑨ 業務に支障のない範囲で、 照明点灯箇所を 削減（ 間引き ） する と と も に照明時間を 縮減

し ます。

⑩ 屋外照明等は、 安全の確保に支障のない範囲で消灯し ます。

　【 電気製品の管理】

⑪ 省エネタ ッ プ・ 手元スイ ッ チの活用を 進め、 待機電力の削減を 一層進めます。

⑫ テレ ビ、 ビ デオなど は、 主電源で操作し 、 待機電力を 削減し ます。 退庁時においては

主電源オフ の確認を 徹底し ます。

⑬ コ ピ ー機やフ ァ ッ ク ス機については、 各所属における 必要台数を 精査し 、 台数を 削減

し ます。

重要
取組
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⑭ 保温ポッ ト を 新たに購入する 場合は、 省エネタ イ プのも のか、 電気を 使用し ない製品

と し ます。 コ ーヒ ーメ ーカ ーについては、 今後の設置を 控えます。 既存の電気式保温

ポッ ト は低めの温度設定と し 、 必要に応じ て再沸騰を利用し ます。

【 パソコンの管理】

⑮長時間の離席時にはパソ コ ンの電源を 切り ます。1 0 分以上使用し ないと き に自動的に

スリ ープも し く は画面を O FF にする設定にし ます。

⑯日常の使用時は画面照度を 低めに設定し ます。

⑰新たに購入する と き は、 業務で必要と さ れる スペッ ク を 満し た省エネ型のパソ コ ン の

導入を進めます。

【 その他 1】

⑱庁舎内の自動販売機の設置状況を 精査し 、 台数の削減を 検討する と と も に、 省エネル

ギータ イ プの機種への変更を 設置業者に依頼し ます。

⑲学校での省エネ活動を 進める ための「 フ ィ フ ティ ・ フ ィ フ ティ 活動」 ( 対前年比で省エ

ネができ た場合は、 経費削減額の半分を 学校で 自由に使える 予算と する 処置 ) な ど、

効果的に省エネ活動が進むよう な仕組づく り を 検討し ます。

第 2 段階 : 設備改善、 設備付加 ( 小規模投資による改善事項 )

【 その他 2】

⑳施設改修時には照明機器などに人感センサーの付加を 進めます。

◯電力の使用量がわかるメ ータ ーを 設置するなどし て取組の見える化を 進めます。

◯室外機に遮熱用の日よけを 設置するこ と でエアコ ンの運転効率を 上昇さ せます。

 

第 3 段階 : 高効率設備導入 ( 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項 )

【 省エネ機器の導入】

◯省エネルギー型の O A 機器、 照明器具等の設備、 電化製品等の導入に努めます。

◯機器の整備・ 更新にあたっ ては、 長期的な視点を 持っ て費用負担が小さ く な る よ う 、

省エネ効果の大き い機器を 選択する視点を も っ て実施し ます。（ 特に、 エアコ ン、 照明

等）

◯規模の大き な改修・ 新設においては、 電力のピ ーク を 抑制し 基本料金を 大幅に低減さ

せるデマンド コ ント ロール
*
やビルエネルギーマネジメ ント システム（ B EM S

**
）設備の

導入を検討し ます。

評価基準　 ①～◯が実践さ れているかどう か。

*　 　 デマンド コント ロール： デマンド 値（ 30 分間の平均使用電力） をコント ロールするこ とです。 高圧受電の施設では電気料金にお
ける基本料金は、 デマンド 値を基に設定さ れており 、 一度でも 高いデマンド 値を記録してし まう とそれに基づく 高額の基本料金
が適用になり 1 年間変更するこ と はできません。 短時間で大量に電力を消費する状況の解消や空調・ 照明設備を省エネ化する
こ とでデマンド 値を下げるこ と ができます。

* *　 ビルエネルギーマネジメ ント システム（ BEM S）： 建築物全体におけるエネルギーの使用状況を把握し 、 照明や空調等の最適な運
用を行う ビルエネルギー管理システムのこ とです。
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第 4 章 取組項目およ び取組目標

 （ 3） ペーパーレス（ 用紙類の削減） の推進

二酸化炭素の吸収源と なる 国内外の森林資源の保全や廃棄物減量の観点から、 用紙類使

用量の削減に努めると と も に、 ペーパーレ ス化を 推進し ます。

＜目　 標＞

○ 用紙類の使用量を、 前年度より 削減し ペーパーレス化を推進し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

　【 資料等の簡素化】

① 会議資料等はより ー層の簡素化を 図り 、 必要最小限の作成部数と し ます。

② 印刷物 • 報告書等の簡素化や配布先 • 作成部数の縮減を図り ます。

③ 一般文書の簡素化を 図り ます。

　【 コピー用紙の削減】

④ 両面コ ピーを 徹底し ます。

⑤ コ ピ ー機の更新にあたっ ては、 両面コ ピ ーおよ び集約コ ピ ーのでき る 機種を 導入し ま

す。

⑥ ミ スコ ピーを 防止するため、 複写機の使用後は必ずオールク リ アボタ ンを 押し ます。

⑦ パソ コ ン 作成文書等は、 不要な用紙が排出さ れないよ う に必ず画面上で印刷状態を 確

認し てから 印刷し ます。

⑧ 資料の共有化を 図り 、 回覧や掲示板等を 活用し ます。

⑨ 電子メ ール、 電子掲示板等を 積極的に活用し 、 ペーパーレ ス化を 進めます。

⑩ 打合せ資料等は、 可能な限り ペーパーレ ス化し 、 配付資料は両面コ ピ ー・ 裏紙コ ピ ー

と し ます。 その際、 可能な限り 集約コ ピーに努めます。

　【 用紙の再利用】

⑪ 裏面を 使用し ていないコ ピ ー用紙等は、 コ ピ ー機の用紙ト レ イ に専用ト レ イ を 設ける

などし て未使用面の利用を 推進し ます。

⑫ 使用済用紙の裏面を メ モ用紙等に活用し ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

⑬ 電子回覧、 電子決裁システム導入によるペーパーレ ス化を 推進し ます。

⑭ タ ブレッ ト 等電子端末を導入・ 活用し 、 用紙の使用量を 削減し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～⑭が実践さ れているかどう か。
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第 4 章

 （ 4） 燃料使用量の削減

石油やガス等の燃料の燃焼に伴い排出さ れる 二酸化炭素や窒素酸化物等は、 地球温暖化

や大気汚染の原因と なるこ と から 、 燃料使用量の削減に努めます。

＜目　 標＞

○ 2030 年度における公用車の燃料使用量を、 基準年である 2013 年度（ 平成 25 年度） 比

で 50％以上削減し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 車両の効率的な使用に努め、 乗合を積極的に行います。

② タ イ ヤの空気圧を はじ めと する 定期的な車両整備を 励行し 、 車両の適正な維持管理を

行います。

③ 近距離（ おおむね 1 k m 以内） の業務については、 徒歩や自転車など で対応する こ と に

より 公用車の使用の削減に努めます。

④ 公用車運転日誌に燃費の記録欄を 設け、 給油時に燃費を 計算でき る 様にし て、 職員間

で情報共有し てエコ ド ラ イ ブを意識化でき るよう にし ます。

⑤ 毎週金曜日は定時退庁日と 合わせ、「 ノ ーマイ カ ーデー」 と し 、 公共交通機関の利用や

徒歩、 自転車によ る 通勤を 推奨する こ と で、 可能な限り マイ カ ーを 使用し ないよ う に

し ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

⑥ エコ ド ラ イ ブ講習会の実施、 車両へのスロ ーガン の貼付を 行い、 エコ ド ラ イ ブ の普及

を 図り ます。

⑦ 車両の利用状況を 考慮し 、 他の部署と の共同運用を 図り 、 業務の支障がない範囲で、

公用車の車両台数を 減ら し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

⑧ 車両の更新時には、 原則と し て次世代自動車 • 軽自動車を選択し ます。

⑨公共施設や職員駐車場等への電気自動車等の充電設備を設置し ます。（ 再掲）

評価基準　 ①～⑨が実践さ れているかどう か。

重要
取組
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第 4 章 取組項目およ び取組目標

取組分野３ ： 環境汚染を防止し 緑化等を推進し ます

 （ 1） 緑化等の推進

二酸化炭素の吸収源と も なる緑化を 推進し ます。

＜目　 標＞

○ 地域の緑化を積極的に推進し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 庁舎周辺の緑地等については、 適切な管理に努めます。

② 緑地や植栽等の管理にあたっ ては、 農薬や化学肥料の使用量を 削減し ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

③ 新たな施設整備にあたっ ては、 周辺環境や生物多様性に配慮し た緑化を推進し ます。

④ 公共事業においても 、 可能な限り 植栽に努めます。 特に裸地を 発生さ せないよ う な工

法を 取り 入れ、 緑化の増進と 土砂の流出防止に努めます。

⑤ 県内の森林整備等を 支援する、 かごし まエコ フ ァ ン ド の購入や普及などによ り 県内の

森林整備などに貢献し ます。 また、 かごし まエコ フ ァ ン ド ク レ ジッ ト 発行のための奄

美市プロジェ ク ト の創設に関する調査等を行います。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

⑥ 市有林の適正管理を 進め、 二酸化炭素の吸収量の増大を 図り ます。

評価基準　 ①～⑥が実践さ れているかどう か。
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 （ 2） 汚染物質の排出抑制等

環境汚染防止や地球温暖化対策の推進、 自然環境の保全を 図る ため、 施設・ 設備等の適

切な管理に努めます。

＜目　 標＞

○ 汚染物質や温室効果ガスの排出削減に積極的に取り 組みます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 排水処理施設やボイ ラ ー等の適切な点検管理を 行い、 排出基準等の遵守に努めます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

② フ ロ ン 類を 使用し たカ ーエアコ ン、 冷蔵庫、 ルームエアコ ン やハロ ン を 使用し た消火

設備・ 機器、 六ふっ 化硫黄を 使用し ている ト ラ ン スなど は正し く 取り 扱い、 廃棄する

場合には、 適正に処分し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～②が実践さ れているかどう か。
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第 4 章 取組項目およ び取組目標

 （ 3） 廃棄物の減量化・ リ サイ ク ルの推進

廃棄物総量（ 資源ごみを 含む） を 抑制し ます。 分別を 徹底し て焼却ごみの減量を 図り 、 資

源と し て有効活用でき るも のは徹底し たリ サイ ク ルを推進し ます。

＜目　 標＞

○ 廃棄物総量（ 資源ごみを含む） を前年度より 削減し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① ごみの分別を 徹底し 、 ごみの排出抑制に努めます。

② ペーパーレス化を推進し 、 用紙類の使用量のー層の削減に努めます。（ 再掲）

③ 日常の勤務においても 、 マイ バッ グ • マイ 箸・ マイ ボト ルの使用を 推進し ます。

④ 過剰包装さ れた製品の購入を 極力避けます。

⑤ ビン、 缶、 紙類の資源ごみについても 発生の抑制に努めます。

⑥ 使用済用紙は裏面利用するなど再利用を 促進し ます。

⑦ 調理施設においては、 献立内容や調理の工夫で残飯や生ゴミ の減量に努めます。

⑧ 備品類、 その他事務用消耗品類は修理・ 補修を 心掛け、 長期繰り 返し 使用する よ う 努

めます。

⑨ 庁内の会議は、 プラ スチッ ク 製品の削減に努めます。（ 再掲）

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

⑩ 食品残さ の有効利用と し て飼料化、 肥料化、 バイ オガス化の検討を行います。

⑪ 食品ロ ス削減のため、 市内のスーパーや非営利団体など と 提携し てフ ード バン ク
*
や

フ ード ド ラ イ ブ ** の普及を 促進し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～⑪が実践さ れているかどう か。

*　 　 フードバンク： 主に食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り 、 福祉施設等へ無料で提供する団体や活動のこ とで
す。

* *　 フード ド ライブ： 家庭で余っている食品を集めて、 食品を必要としている地域のフード バンク 等の生活困窮者支援団体、 子ども
食堂、 福祉施設等に寄付する活動のこ とです。
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取組分野４ ： 建築・ 改修、 機器更新等における環境配慮や
　 　 　 　 　 　 再生可能エネルギーの導入を進めます

 （ 1） 省資源に配慮し た建築 • 改修の推進

公共建築物の建築・ 改修にあたっ ては、 合板型枠材料等の削減や反復利用の可能な代替

型枠の活用、 省エネ・ 省資源に配慮し た資材の利用や運用方法、 また、 節水に有効な器具

の導入を 図り ます。

＜目　 標＞

○ 省資源に配慮し た建築・ 改修に努めます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 建築物等の発注にあたっ ては、 支障の無い限り 、 合板型枠材料等の削減およ び反復利

用の可能な代替型枠の利用など、 森林保全、 資源保護につながる 資材等を 利用し てい

き ます。

② 発注者と し て省エネ型工事機材の利用、 建築廃棄物の再資源化、 適正処理を 推進し ま

す。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

③ 節水型衛生器具、 感知式の洗浄弁、 自動水栓、 節水コ マなど 節水に有効な器具の導入

に努めます。

④ 雨水や排水の有効利用を図り ます。

⑤ 再生材、 リ サイ ク ル材、 地元の資材（ 島内産材） など環境配慮型資材等の優先調達に努

めます。

⑥ 建築廃棄物の少ない施工技術・ 施工工法の採用に努めます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～⑥が実践さ れているかどう か。
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 （ 2） 省エネルギーに配慮し た建築・ 改修の推進

公共建築物の建築・ 改修にあたっ ては、 温室効果ガス排出量削減に大き く 寄与する 部分

です。 自然採光など の活用、 太陽光発電や太陽熱利用等の設備や省エネルギー機器導入等

に関する 環境配慮指針に沿っ た機器整備・ 更新を 行い、 省エネルギー型機種の導入、 断熱

性の向上を図り ます。 併せてエネルギーの見える化の推進などに努めます。

＜目　 標＞

○ 公共建築物の建築・ 改修にあたっては、 省エネルギーに配慮し た建築・ 改修を推進し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 建築物エネルギー消費性能適合性判定を 実施する と と も に、 建築物省エネ性能ラ ベル

の取得と 公開を 進めます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

②省エネ設備・ 再生可能エネルギー設備設置にあたっ ては、 電力量計を 見える と こ ろ に

設置し たり 、 こ れら の設備の解説パネルなど を 設置する こ と で、 市民のみなさ んに見

える化すると と も に環境学習用の教材と し ての利用につなげます。

③ 断熱性能の向上に寄与する 屋上、 ベラ ン ダなどの緑化、 窓など への断熱フ ィ ルムの貼

付に努めます。

④施設の改修時、 屋上や壁において、 遮熱用の塗装を 塗布する など し て建物の遮熱性能

を 向上さ せます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

⑤ 建築物における自然採光や自然換気、 通気などの活用を 図り ます。

⑥太陽光発電や太陽熱利用等の設備の導入に努めます。 特に、 多く の町民の利用が見込

まれる施設については、 設備導入を推進し ます。

⑦電気・ 機械設備は、 省エネルギー型の機種を 導入し ます。 また、 人感セン サーの付加

を 検討、 推進し ます。

⑧空調設備については、 蓄熱式空調システムや高度制御可能設備の導入に努めます。

⑨ 包括的な省エネルギーサービ スを 提供する ESCO（ En erg y Serv ice Co mp a n y ） の

活用について積極的に検討し 、 必要に応じ 導入し ます。

⑩ ボイ ラ ーについては太陽熱温水器やヒ ート ポン プの併用も し く は置き 代え更新を 検討

する ほか、 大き な燃料が必要な施設については二酸化炭素の排出量がよ り 少ない燃料

を 使用する 機種の選択やエコ ノ マイ ザーなど 高効率化を 行う 設備の導入に努めます。

大規模改修や新設において は、 バイ オマ ス ボイ ラ ーやマ イ ク ロ タ ービ ン 発電な ど の

コ ージェ ネレ ーショ ンの導入も 検討し ます。

⑪エネルギー消費を最適化でき る B EM S の導入を 検討し ます。

⑫大規模な設備導入や改修の際は、 価格だけでなく エネルギーの消費量（ 電気、 燃料の使

用量） 等を 勘案する と と も に、 電力契約についても 可能であれば環境負荷ができ る だ

け低い契約を 締結し ます。

評価基準　 ①～⑫が実践さ れているかどう か。
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 （ 3） 適切な公害防止施設の設置・ 使用

ボイ ラ ー等ばい煙発生施設の設置にあたっ ては、 環境への負荷のよ り 少ない燃料を 使用

する機種の導入に努めます。

＜目　 標＞

○ 適切な公害防止施設の設置・ 使用に努めます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

①設備の整備およ び定期的な保守点検を 行う と と も に、 燃料の燃焼における 空気比や給

水の水質など適切に維持管理し 、 効率的な運転を行います。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

② ボイ ラ ー等ばい煙発生施設の更新・ 新規設置にあたっ てはヒ ート ポン プの可能性を 検

討し 、 導入が困難な場合は、 灯油、L P ガス、L N G（ 液化天然ガス） 等の環境への負荷

のより 少ない燃料を 使用する機種の導入に努めます。

評価基準　 ①～②が実践さ れているかどう か。
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 （ 4） 再生可能エネルギーの導入推進

2 0 3 0 年度までに、 温室効果ガス排出量 2 0 1 3 年比で半減するため、 ハード 面の改善が必

須と なり ます。 公共建造物において、 太陽光発電、 小型風力発電、 太陽熱、 バイ オマスエ

ネルギー等の再生可能エネルギーの導入を 推進し ます。

＜目　 標＞

〇 太陽光発電、 小型風力発電などの導入に努めます。

〇 防災面にも 考慮して、 市の主要な施設に太陽光発電の導入と 併せて、 蓄電池の導入にも 努

めます。

〇 太陽熱利用、 バイオマスエネルギーなどの再生可能エネルギーについても 導入に努めます。

《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

①既存の太陽光発電設備等の適切な維持管理を 行います。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

② 市の施設で、 再生可能エネルギーのポテン シャ ル調査または FS 調査
*
を 実施し 、 導入

可能量、 投資回収年、 電力削減量など の効果検証を 行い、 よ り 効率の良い施設での導

入を 検討し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

③ 各庁舎や各出先機関における太陽光発電の導入を進めます。

④ 太陽熱利用など の太陽光発電以外の再生可能エネルギーについても 、 市有施設等への

導入に努めます。 特に多く の市民の利用が見込まれる 施設については、 防災と いう 観

点から も 設備導入を 推進し ます。

評価基準　 ①～④が実践さ れているかどう か。

*　 FS 調査： Feasib ility Study の略で「 実現可能性調査」 と 訳さ れる。 新事業や新サービス、 新プロジェクト 等の新たな取組が実現
可能なも のか、 また、 どれく ら いの利益が見込めるかを事前に小規模で実装・ 実行するなどして調査・ 検証するこ とです。

重要
取組
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 （ 5） 建物の長寿命化

建物の寿命を 延すこ と で、 再建設、 改修、 廃棄に伴う コ スト や環境負荷を 低減でき る こ

と から 建物の長寿命化に努めます。

＜目　 標＞

〇 定期的な建物診断や適切な管理をするこ と によって建物の寿命を延長し ます。

〇 大規模改修や外装の改修の際は、 省エネルギー型の機器・ 設備の導入や遮熱効果が高い

外装の導入に努め、 耐久性の向上と とも にエネルギー消費量の少ない建築物の改修に努め

ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

①既存施設の適切な維持管理に努めます。

② 改修履歴を記録し ておく こ と で、 無駄のない改修計画を 立て、 施工不良を 防ぎます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

③ 建物を健全な状態で保つために、 定期的な建物診断を受診し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

④ 定期的な点検を 実施し た上で、 給排水・ 電気・ 機械設備を 寿命を 迎える 前に交換する

こ と で、 耐久性を向上さ せます。

⑤ 大規模改修や、 外装の改修を 1 0 年周期程度で行う こ と で、 劣化を 未然に防ぎ、 建物の

価値を維持し ます。

評価基準　 ①～⑤が実践さ れているかどう か。
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取組分野５ ： 職員等の環境保全意識の向上のための取組や総合的な
　 　 　 　 　 　 省エネルギーにつながる取組を進めます

 （ 1） 職員の環境保全意識の向上

環境保全に関する 取組の実践、 また、 研修や情報の提供を 通じ て、 職員一人ひと り の自

主的な環境保全に対する取組を 職場や家庭を 問わず推進し ます。

＜目　 標＞

○ 職員の環境保全意識を向上さ せます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 毎週金曜日を「 ノ ーマイ カ ー推進の日」「 環境保全率先実行の日（ エコ オフ ィ スデー）」

「 定時退庁の日（ ノ ー残業デー）」 と し 、 庁内放送等により 、 エコ 通勤、 節電やごみの減

量、 定時退庁などを 呼びかけます。

② 毎年 2 月の「 省エネルギー月間」、6 月の「 環境月間」 および 1 2 月の「 地球温暖化防止月

間」 を「 環境保全率先実行（ エコ オフ ィ ス） 強化月間」 と し 、 職員の意識の更なる 向上

に努めます。

③ 職員の環境保全意識の向上を 図る ため、 職場内研修を 定期的に開催する と と も に、 必

要に応じ て外部研修を 実施し ます。

④ 庁内 L A N • 庁内放送等により 温暖化対策に関する情報を 提供し ます。

⑤ 温暖化対策や環境保全に関する職員提案を実施し ます。

⑥ 市内公共施設利用者等へ掲示物を 通し て、「 奄美市地球温暖化実行計画の取組」 の周知

を 行い、 職員だけでなく 市民の意識向上を図り ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

⑦環境施策、 補助金、 環境に関する 最新の情報提供を セミ ナーや講座等を 通し て実施し

ます。

⑧庁内で環境保全に率先し て取り 組んでいる 職員に対し て表彰を 実施し て、 意識向上を

図り ます。

⑨エコ アク ショ ン 2 1
*
または ISO 1 4 0 0 0

**
などの環境マネジメ ント システムの導入を 検

討し ます。

⑩市民や事業者等に各種の情報を提供するエネルギー事務所（ 仮称） を 設置し ます。

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～⑩が実践さ れているかどう か。

*　  エコアクショ ン２１ ：「 PDCA サイクル」 と 呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎とした環境省が策定した日本独
自の環境マネジメ ント システム（ EM S） の一つ。

* *　 ISO14000： スイス・ ジュネーブに本拠地を置く 国際標準化機構（ ISO） によって定めら れた環境マネジメ ント システムです。 自ら
が発生さ せた環境への負荷に対して企業が環境保全活動に取り 組んだ結果、 どれだけ環境の負荷を削減できたかを示す指標を
向上さ せるこ とを目的としたも のです。
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 （ 2） 職員の自主的取組の推進

職員が率先し てエコ 活動等に取り 組める 環境づく り を 進め、 脱炭素社会づく り を 推進し

ていき ます。

市の取組

＜目　 標＞

○ 職員が率先してエコ 活動等に取り 組める環境づく り を推進し ます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 通勤にあたっ ては、 徒歩や自転車のエコ 通勤を 促す仕組みづく り を検討し ます。

　 　 例　 表彰制度や自転車通勤の補助など

② 職員が地域の脱炭素活動や環境ボラ ン ティ ア活動等の環境保全活動に積極的に参加し

やすい職場づく り を 目指し ます。

　 　 例　 環境ボラ ンティ ア休暇の取得制度創設

③ 庁内で、 ク ールビズ、 ウォ ームビズを 継続的に取り 組みます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～③が実践さ れているかどう か。

職員個人の取組

＜目標＞

〇職員は率先して環境保全活動等に参画し ます。

＜取組＞

① 通勤にあたっ ては、 徒歩や自転車を利用するエコ 通勤に努めます。

② 地域清掃活動や環境ボラ ン ティ ア活動等環境保全活動に積極的に参加すると と も

に、 各家庭においても 、 ごみの徹底し た分別やごみの削減、 節電、 節水等率先し

て実行に努めます。

③ マイ ・ バッ グ、 マイ ・ ボト ル、 マイ 箸を 持参し てごみの排出を 削減し ます。

④ 職員と し ての身だし なみを 保ち ながら 、 ク ールビズ、 ウォ ームビズに取り 組みま

す。

⑤ 環境家計簿等を 活用し「 エネルギーの見える 化」 を 行い、 現状のエネルギー使用

量や温室効果ガス排出量を 把握する と と も に、 継続し て行う こ と で、 自己の排出

量を 削減するよう に努めます。

評価基準　 ①～⑤が実践さ れているかどう か。
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 （ 3） 関係者と の連携の推進

市役所と 関連する事業者、 団体等と の連携のも と に取り 組める事項を推進し ていき ます。

＜目　 標＞

○ 関係する事業者等へ協力依頼を行います。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

① 各公共施設の利用者およ び、 公共施設等の管理委託者等・ 指定管理者、 業務委託先等

に省エネについての啓発および協力を 呼びかけます。

② 管理委託者・ 指定管理者、 業務委託先等と の契約時や契約更新時に、 契約条項への省

エネ努力や環境配慮の取組事項を 盛り 込むこ と について検討し ます。

③ 関係施設に設置し ている 飲料等の自動販売機の管理会社に、 省エネ型機への更新等の

依頼や、 昼間・ 休日の消灯など省エネ設定により 管理するよう に要請し ます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①～③が実践さ れているかどう か。
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 （ 4） 総合的な省エネルギーにつながる取組の推進

総合的な省エネルギーにつながる取組を 推進し ていき ます。

＜目　 標＞

○ 総合的な省エネルギーの取組を進めます。

 《 目標達成のための取組》

第 1 段階： 管理強化、 運用改善（ 予算化がほと んど不要で、 すぐに取り 組める事項）

①鹿児島大学等と の連携協定を 締結し 、「 伝統知」 の掘り 起こ し やその科学的検証、 科学

知と の融合に関する 研究などが進むよ う にし ます。 また、 得ら れた知見について、 市

民に対し て広く 伝えると と も に、 世界に向けた発信に勉めます。

第 2 段階： 設備改善、 設備付加（ 小規模投資による改善事項）

②環境への取組について外部評価を う ける国際規格である IS0 1 4 0 0 0 または環境省が実

施する エコ アク ショ ン 2 1 などの環境マネジメ ン ト システムの導入を 検討し ま す。（ 再

掲）

第 3 段階： 高効率設備導入（ 計画的な予算措置で大きな効果が見込める事項）

評価基準　 ①、 ②が実践さ れているかどう か。


